
クーデター以降のミャンマーに対する人道支援 

 

 

１ 昨年 2 月１日以降に実施した人道支援案件（約２，１００万ドル） 

（１）ミャンマー国内避難民及びバングラデシュに流入した避難民等に対する緊急無償 

(900万ドル）※ICRC及び WFP経由 

（ラカイン州等の国内避難民に対して医療・衛生用品及び食料を供与するもの。） 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響を受けた諸国に対するコールド・チェーン整備

のための緊急無償（209万ドル）※UNICEF経由 

（コールド・チェーン整備支援を実施するもの。） 

（３）ミャンマーでのクーデターの影響を受ける住民への食料支援のための緊急無償

（400万ドル）※WFP経由 

（最低限の生活の維持が困難となっているヤンゴン地域住民への食料を支援するもの。） 

（４）ミャンマー南東部でクーデターの影響を受けた人々に対する人道支援のための緊

急無償（計 580万ドル）※UNHCR、UNICEF、WFP経由 

（南東部の国内避難民等に対して、テントや毛布、食料、水等を供与するもの。） 

 （５）ミャンマーの医療機関に救急車及び酸素濃縮器を供与するための無償 ※UNOPS

経由。 

 

２．令和３年度補正予算で実施予定の人道支援案件（約１，８５０万ドル） 

（１）ラカイン州、カチン州、シャン州、チン州及びヤンゴンの都市近郊における最も

脆弱な人々への緊急食料・栄養支援 (約 462万ドル）※WFP経由 

（２）ミャンマーにおける緊急支援及び復興支援（約 277万ドル）※ICRC経由 

（３）紛争の影響を受けた最も脆弱な子どもと女性に対する保護支援（約 186 万ドル）

※UNICEF経由 

（４）ミャンマーにおける避難民等への保護・救命支援（約 183万ドル）※UNHCR経由 

（５）ミャンマーの女性・女児への性と生殖に関する健康と権利サービスを通じた救命

支援（約 100万ドル）※UNFPA経由 

（６）ミャンマーにおける避難民等への新型コロナウイルス感染症対策支援（約 301万

ドル）※UNHCR経由 

（７）ミャンマーにおける新型コロナ対策関連支援活動（約 92万ドル）※ICRC経由 

（８）ASEAN防災人道支援調整センター（AHAセンター）を通じたミャンマーに対する人

道支援（約 253万ドル）※ASEAN事務局経由 


